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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

 
１【新規発行株式】

種　　類 発 行 数 内　容

普通株式
152,880,726株

（注１）（注２）（注３）

完全議決権株式であり、剰余金の配当

に関する請求権その他の権利内容に

何ら限定のない、当社における標準と

なる株式であります。

普通株式は振替株式であり、単元株式

数は100株であります。（注４）

（注１）徳島銀行の平成21年３月31日現在における発行済株式総数（77,403,870株）及び香川銀行の平成21年３月

31日現在における発行済株式総数（79,810,343株）に基づいて算出しております。但し、両行は、本株式移転

（（注２）において定義する。）の効力発生日（以下「本株式移転効力発生日」という。）の前日までに、保

有する自己株式のうち実務上消却可能な範囲の株式を消却する予定であるため、徳島銀行の平成21年３月31

日現在における自己株式数（225,169株）、香川銀行の平成21年３月31日現在における自己株式数

（4,108,318株）は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。なお、当社の設立まで

に、両行それぞれが自己株式を消却した場合や香川銀行の発行する新株予約権が行使された場合は、当社が

交付する上記新株式数は変動することがあります。

（注２）普通株式は、銀行法その他の法令に定める関係官庁の許認可等を条件として、平成21年９月14日に開催され

た両行それぞれの取締役会の決議（株式移転計画の承認）及び平成21年11月25日に開催予定の両行それぞ

れの臨時株主総会の特別決議（株式移転計画の承認）に基づき行う株式移転（以下「本株式移転」とい

う。）に伴い発行する予定であります。

（注３）両行は、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）に新規上

場申請を行う予定であります。

（注４）振替機関の名称及び住所は、下記のとおりであります。

名称　株式会社証券保管振替機構

住所　東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

 

２【募集の方法】

株式移転によることとします。（注１）（注２）

 

（注１）普通株式は、当社成立の日の前日最終の両行それぞれの株主名簿に記載又は記録された普通株主に、

徳島銀行普通株式１株に対して当社普通株式１株、香川銀行普通株式１株に対して当社普通株式１株

の割合で割り当てられます。各株主に対する発行価格は、発行価額の総額を発行数で除した額、そのう

ち資本金に組み入れられる額は資本組入額の総額を発行数で除した額となります。発行価額の総額

は、本届出書提出日現在において未確定でありますが、両行それぞれの平成21年３月31日現在におけ

る株主資本の額（簿価）を合算した金額は125,506百万円であり、発行価額の総額のうち25,000百万

円が資本金に組み入れられます。
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（注２）なお、両行は、当社の普通株式について、東京証券取引所への上場申請手続（東京証券取引所有価証

券上場規程201条第２項）を行い、いわゆるテクニカル上場（同規程第２条第（73）号、第208条）に

より平成22年４月１日より東京証券取引所市場第一部に上場する予定であります。なお、テクニカル

上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により

非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等（効力発生日等から６か月

以内に上場申請するものに限る（同規程施行規則第216条第１項）。）について、同規程に定める流動

性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度であります。

 
３【募集の条件】
（１）【入札方式】

①【入札による募集】

該当事項はありません。

 

②【入札によらない募集】

該当事項はありません。

 

（２）【ブックビルディング方式】

該当事項はありません。

 

①【申込取扱場所】

該当事項はありません。

 

②【払込取扱場所】

該当事項はありません。

 

４【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】

該当事項はありません。

 

（２）【手取金の使途】

該当事項はありません。

 

第２【売出要項】
　該当事項はありません。

 

第３【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【組織再編成（公開買付け）に関する情報】

 

第１【組織再編成（公開買付け）の概要】

１【組織再編成（公開買付け）の目的等】

　1．経営統合の目的及び理由

金融機関を取り巻く環境は、バブル崩壊後の金融危機を経て、主要行を中心とした金融再編は一応の収束を

見ましたが、金融環境の変化が大きく進む中、主要行だけでなく、地域金融機関も地域経済に対して安定した金

融機関としての役割を果たしていくために、その進むべき方向性、あり方及び将来像を自ら設定し、主体的に経

営に取組んでいくことが求められております。具体的には、事業者数及び人口の減少、高齢化の進展に伴い地域

経済が縮小し、地域経済の復興・活性化に向けて道州制の議論等も活発化する中で、営業基盤の拡大、収益力の

維持・向上、地域に密着した事業活動の継続及び持続的な成長が求められております。

その一方で、会計基準の変化・厳格化に伴う内部統制の強化、ガバナンス態勢・リスク管理態勢・コンプラ

イアンス態勢の強化、監査機能の強化及び金融サービス範囲の拡大への対応等、あらゆる面でこれまで以上に

広範囲かつ高度な対応が求められております。

両行は、こうした環境変化に的確に対応し、成長戦略の実現を図っていくためには、経営基盤の強化とマー

ケットエリアの拡大が必須との共通認識のもと、両行それぞれがこれまで築いてきた地域における信頼・ブラ

ンドを維持していくと同時に、経営機能面の徹底した効率化・強化を行い、新しい形の地域金融グループとし

て成長戦略を実現していくため、平成22年４月を目処に新設する共同持株会社たる当社のもと、経営統合を行

うことについて基本的合意に達し、平成21年１月26日に「経営統合に関する覚書」を締結いたしました。以来、

その実現に向けて両行で統合準備委員会を設置し、具体的な協議及び準備を進めてまいりましたが、今般、経営

統合に関する諸条件に関して両行で合意し、「経営統合に関する最終契約書」（以下「経営統合契約書」とい

う。）を締結するとともに、「株式移転計画書」（以下「本株式移転計画」という。）を共同で作成いたしまし

た。
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2．提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

 

（１）　提出会社の企業集団の概要

　①　提出会社の概要

（１）商　　号 トモニホールディングス株式会社

（２）事業内容
１.　銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理

２.　その他前号の業務に付帯関連する一切の業務

（３）本店所在地 香川県高松市亀井町７番地１

（４）代表者及び役員

の就任予定

代表取締役会長 遠山　誠司 現 香川銀行　取締役頭取

代表取締役社長

兼ＣＥＯ（最高経営責任

者）

柿内　愼市 現 徳島銀行　取締役頭取

取締役 吉岡　宏美 現 徳島銀行　取締役専務

取締役 下村　正治 現 香川銀行　専務取締役

取締役 高橋　邦明 現 香川銀行　常務取締役

取締役 山川　廣一 現 徳島銀行　取締役常務

取締役 福川　盛二 現 香川銀行　常務取締役

取締役 玉垣　一 現 徳島銀行　取締役

監査役 福家　哲夫 現 香川銀行　監査役

監査役（社外） 原口　英毅 現 徳島銀行　監査役（社外）

監査役（社外） 井上　哲 現 香川銀行　監査役（社外）

（５）資 本 金 25,000百万円

（６）純 資 産

（連 結）
未定

（７）総 資 産

（連 結）
未定

（８）決 算 期 ３月31日

（注）原口英毅氏及び井上哲氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

 

　②　提出会社の企業集団の概要

　当社は新設会社でありますので、本届出書提出日現在において企業集団はありませんが、平成22年４月１日時

点では、以下の通りとなる予定です。

両行は、両行それぞれの株主総会による承認及び銀行法その他の法令に定める関係官庁の許認可等を前提

として、平成22年４月１日（予定）を期して、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立す

ることについて合意しております。
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[事業系統図]

当社グループの事業系統図は次のとおりであります。

企業集団の状況

会社名 住所
資本金

(百万円)
事業の内容

議決権の所有

割合（％）

役員の兼任等

資金

援助

営業

上の

取引

設備

の賃

貸借

当社

役員

（名）

当社

従業員

（名）

（連結子会社）

株式会社

徳島銀行

徳島県

徳島市
11,036銀行業 100.00

５

(予定)
未定 未定 未定 未定

株式会社徳銀ビ

ジネスサービス

徳島県

徳島市
10

銀行各種事務受

託、代行、人材派

遣業務

100.00

（100.00）

[－]

未定 未定 未定 未定 未定

株式会社徳銀ソ

フト

徳島県

徳島市
10

銀行業務にかか

るコンピュー

ター関連業務

100.00

（100.00）

[－]

未定 未定 未定 未定 未定

株式会社徳銀

ジェーシービー

徳島県

徳島市
30

クレジットカー

ド業務

46.00

（46.00）

[－]

未定 未定 未定 未定 未定

株式会社徳銀

キャピタル

徳島県

徳島市
30

ベンチャーキャ

ピタル業務

48.00

（48.00）

[－]

未定 未定 未定 未定 未定

株式会社

香川銀行

香川県

高松市
12,014銀行業 100.00

６

(予定)
未定 未定 未定 未定

香川ビジネス

サービス株式会

社

香川県

高松市
10

現金整理現送業

務

（銀行業務）

100.00

（100.00）

[－]

未定 未定 未定 未定 未定

株式会社香川銀

リース

香川県

高松市
100

リース業務

（リース業務）

6.75

（6.75）

[67.57]

未定 未定 未定 未定 未定

香川銀コン

ピューターサー

ビス株式会社

香川県

高松市
30

ソフト開発業務

（その他業務）

38.88

（38.88）

[27.78]

未定 未定 未定 未定 未定
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会社名 住所
資本金

(百万円)
事業の内容

議決権の所有

割合（％）

役員の兼任等

資金

援助

営業

上の

取引

設備

の賃

貸借

当社

役員

（名）

当社

従業員

（名）

株式会社香川銀

カード

香川県

高松市
50

クレジットカー

ド業務

（その他業務）

60.00

（60.00）

[－]

未定 未定 未定 未定 未定

株式会社香川銀

キャピタル

香川県

高松市
50

企業投資育成業

務

（その他業務）

51.00

（51.00）

[－]

未定 未定 未定 未定 未定

（注１）上記関係会社のうち、株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行は、当社の特定子会社に該当する予定です。

（注２）上記関係会社のうち、有価証券報告書を提出している会社は、株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行であります。

（注３）「議決権の所有割合」欄の（　）内は子会社による間接所有の割合（内書き）、[　]内は、「自己と出資、人事、資金、技

術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者」又は

「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」による所有割合（外書き）であります。

 

　（２）　提出会社の企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

 

　①　資本関係

本株式移転により、両行は当社の完全子会社になる予定であります。前記（１）②の「提出会社の企業集

団の概要」の記載をご参照下さい。

 

　②　役員の兼任関係

当社と当社の完全子会社である両行の役員の兼任関係は、前記（１）①の「提出会社の概要」の記載をご

参照下さい。

 

　③　取引関係

未定でございます。

 

２【組織再編成（公開買付け）の当事会社の概要】

　該当事項はありません。

 

３【組織再編成（公開買付け）に係る契約】

（１）組織再編成に係る契約の内容の概要

両行は、両行それぞれの株主総会による承認及び銀行法その他の法令に定める関係官庁の許認可等を前

提として、平成22年４月１日（予定）を期して、当社を株式移転設立完全親会社、両行を完全子会社とする

本株式移転を行うことを内容とする本株式移転計画を平成21年９月14日開催の両行取締役会において共同

して作成しました。また、両行は、同日付で、共同株式移転の方法により両行の完全親会社となる当社を設立

して経営統合することを合意する内容の統合契約書を締結しております。

本株式移転計画に基づき、徳島銀行の普通株式１株に対して当社の普通株式１株を、香川銀行の普通株

式１株に対して当社の普通株式１株を割当交付いたします。
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本株式移転計画においては、平成21年11月25日に開催される予定の両行それぞれの臨時株主総会におい

て、本株式移転計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとしております。その

他、本株式移転計画においては、当社の商号、本店の所在地、役員、資本金及び準備金の額、剰余金の配当等に

つき規定されております（詳細につきましては、後記「（２）株式移転計画の内容」の記載をご参照くだ

さい。）。
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（２）株式移転計画の内容

 

 

株式移転計画書（写）

 

株式会社徳島銀行（以下「甲」という。）と株式会社香川銀行（以下「乙」という。）は、共同して株式移転の

方法により完全親会社（以下「完全親会社」という。）を設立することについて、次のとおり共同して株式移転計

画（以下「本株式移転計画」という。）を作成する。

 

第１条（完全親会社の設立）

甲及び乙は、会社法第772条に定める株式移転の方法により新たに共同して設立する完全親会社の成立の日（第

２条に定義する。）において、甲及び乙の発行済株式の全部を完全親会社に取得させる株式移転（以下「本株式移

転」という。）を行う。

 

第２条（完全親会社の成立の日）

完全親会社の設立の登記をすべき日は、平成22年４月１日（以下「完全親会社の成立の日」という。）とする。

但し、本株式移転の手続の進行に応じ必要があるときは、甲及び乙は、協議のうえ、これを変更することができる。

 

第３条（株式移転計画承認株主総会）

甲及び乙は、平成21年11月25日にそれぞれ株主総会（以下「本株式移転計画承認株主総会」という。）を開催

し、本株式移転計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求める。但し、本株式移転の手続の進行に

応じ必要があるときは、甲及び乙は、協議のうえ、本株式移転計画承認株主総会の開催日を変更することができる。

 

第４条（完全親会社の定款記載事項等）

完全親会社の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項は、別紙の定款記載のとおり

とする。

 

第５条（完全親会社の設立時取締役等の氏名等）

完全親会社の設立時取締役及び設立時監査役の氏名並びに設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。

（１)設立時取締役  遠山　誠司

   柿内　愼市

   吉岡　宏美

   下村　正治

   高橋　邦明

   山川　廣一

   福川　盛二

   玉垣　　一

（２)設立時監査役  福家　哲夫

   原口　英毅

   井上　　哲

（３)設立時会計監査人  新日本有限責任監査法人
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第６条（完全親会社が株式移転に際して交付する株式及びその割当て）

１.　完全親会社は、本株式移転に際して、甲及び乙の株主に対して、その有する甲又は乙の株式に代わり、（１）完全

親会社の成立の日の前日最終の甲の発行済株式の総数に１を乗じて得た数（但し、１株に満たない端数が生じた

場合は、これを切り捨てる。）、及び（２）完全親会社の成立の日の前日最終の乙の発行済株式の総数に１を乗じ

て得た数（但し、１株に満たない端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）の合計に相当する数の完全親会社の

株式を交付する。

２.　完全親会社は、本株式移転に際して、前項の完全親会社の株式を、完全親会社の成立の日の前日最終の甲及び乙

の株主名簿に記載又は記録された株主（但し、会社法第806条の規定に基づきその有する株式の買取りを請求した

甲又は乙の株主が当該株主名簿に記載又は記録されているときは、当該株主に代えて、甲の株式については甲が、

乙の株式については乙が、株主として記載又は記録されているものとみなす。）に対して、その有する株式に代わ

り、次のとおり割り当てる。

（１） 甲の株主については、その有する甲の株式１株につき、完全親会社の株式１株

（２） 乙の株主については、その有する乙の株式１株につき、完全親会社の株式１株

 

第７条（完全親会社の資本金及び準備金の額）

完全親会社の成立の日における資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。

（１） 資本金：250億円

（２） 資本準備金：62億5,000万円

（３） 利益準備金：０円

 

第８条（完全親会社の株式上場）

完全親会社は、完全親会社の成立の日に、その発行する株式を東京証券取引所に上場することを予定する。

 

第９条（完全親会社の株主名簿管理人）

完全親会社の株主名簿管理人は、三菱UFJ信託銀行株式会社（本店所在地：東京都千代田区丸の内一丁目４番５

号）とする。

 

第10条（剰余金の配当）

１.　甲は、平成21年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、１株当たり

４円を限度とする中間配当としての剰余金の配当並びに平成22年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録され

た株主又は登録株式質権者に対して、１株当たり４円を限度とする剰余金の配当を行うことができる。

２.　乙は、平成21年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、１株当たり

３円を限度とする中間配当としての剰余金の配当並びに平成22年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録され

た株主又は登録株式質権者に対して、１株当たり３円を限度とする剰余金の配当を行うことができる。

３.　甲及び乙は、前二項に定める場合を除き、本株式移転計画作成後完全親会社の成立の日に至るまで、完全親会社

の成立の日より前の日を基準日とする、剰余金の配当の決議を行ってはならない。

 

第11条（善管注意義務）

甲及び乙は、本株式移転計画の作成後完全親会社の成立の日に至るまで、それぞれ善良なる管理者の注意をもっ

てその業務の執行及び財産の管理運営を行い、その財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、本株

式移転計画に特段の定めがある場合を除き、あらかじめ協議のうえ、これを行う。
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第12条（事情変更）

本株式移転計画の作成後完全親会社の成立の日に至るまでの間において、甲及び乙のいずれかの財産又は経営

状態に重要な変動が生じ、本株式移転の実行に重大な支障が生じた場合、その他本株式移転の目的の達成が困難と

なった場合には、甲及び乙は、協議のうえ、合意により、本株式移転計画の条件を変更し、又は本株式移転を中止す

ることができる。

 

第13条（株式移転計画の効力）

本株式移転計画は、甲及び乙のいずれかの本株式移転計画承認株主総会において本株式移転計画の承認が得ら

れない場合、甲及び乙の間の平成21年９月14日付け経営統合に関する最終契約書が解除その他理由の如何を問わ

ず終了した場合、又は本株式移転につき法令に定める関係官庁等の承認等が得られない場合には、その効力を失

う。

 

第14条（協議）

本株式移転計画に定める事項のほか、本株式移転に必要な事項は、本株式移転計画の趣旨に従い、甲及び乙が協

議のうえ、定めるものとする。

 

本株式移転計画の作成を証するため、甲及び乙は、本書２通を作成し、記名押印のうえ、各自１通を保有する。

 

平成21年９月14日

 

甲：徳島県徳島市富田浜１丁目16番地

　　株式会社徳島銀行

取締役頭取　　　柿内　愼市

 

乙：香川県高松市亀井町６番地１

　　株式会社香川銀行

取締役頭取　　　遠山　誠司

 

 
 

以　上
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別紙

定　　　款

 

　　第１章　　総　　　　　則

 

（商　号）

第１条　当会社は、トモニホールディングス株式会社と称する。英文では、TOMONY Holdings, Inc. と表示する。

 

（目　的）

第２条　当会社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。

（１） 銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理

（２） その他前号の業務に付帯関連する一切の業務

 

（本店の所在地）

第３条　当会社は、本店を香川県高松市に置く。

 

（機　関）

第４条　当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。

（１） 取締役会

（２） 監査役

（３） 監査役会

（４） 会計監査人

 

（公告方法）

第５条　当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を

することができない場合は、日本経済新聞、高松市において発行する四国新聞および徳島市において発行する徳

島新聞に掲載して行う。

 

　　第２章　　株　　　　　式

 

（発行可能株式総数）

第６条　当会社の発行可能株式総数は、476,000,000株とする。

 

（自己の株式の取得）

第７条　当会社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得

することができる。

 

（単元株式数）

第８条　当会社の株式の単元株式数は、100株とする。

 

（単元未満株式についての権利）

第９条　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

（１） 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

（２） 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
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（３） 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

（４） 次条に定める請求をする権利

 

（単元未満株式の買増し）

第10条　当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数と

なる数の株式を売渡すことを請求（以下「買増請求」という。）することができる。ただし、当会社が当該請求

を受けた株式数に相当する自己株式を有しないときはこの限りでない。

　②　買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、取締役会において定める株式取扱規程による。

 

（株主名簿管理人）

第11条　当会社は、株主名簿管理人を置く。

　②　株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。

　③　当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関す

る事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。

 

（株式取扱規程）

第12条　当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定

める株式取扱規程による。

 

　　第３章　　株　主　総　会

 

（招　集）

第13条　当会社の定時株主総会は、毎年４月１日から３か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要あるときにこれを招

集する。

 

（定時株主総会の基準日）

第14条　当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年３月31日とする。

 

（招集権者および議長）

第15条　株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

　②　取締役社長に事故があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を

招集し、議長となる。

 

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）

第16条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または

表示すべき事項にかかる情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示するこ

とにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

 

（決議の方法）

第17条　株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することがで

きる株主の議決権の過半数をもって行う。
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　②　会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。

 

（議決権の代理行使）

第18条　株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権を行使することができる。

　②　株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

 

　　第４章　　取締役および取締役会

 

（取締役の員数）

第19条　当会社の取締役は、12名以内とする。

 

（取締役の選任）

第20条　取締役は、株主総会の決議によって選任する。

　②　取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その

議決権の過半数をもって行う。

　③　取締役の選任決議は、累積投票によらない。

 

（取締役の任期）

第21条　取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。

 

（取締役会規程）

第22条　取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

 

（取締役会の招集者および議長）

第23条　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。取締役会長に欠

員または事故があるときは、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、取締役会におい

て予め定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

　②　取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対して、会日の３日前までに発するものとする。ただし、緊急

の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

　③　取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。

 

（取締役会の決議の省略）

第24条　当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

 

（代表取締役および役付取締役）

第25条　当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。

　②　取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長、取締役専務および取締役常務を選定することができ

る。
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（取締役の報酬等）

第26条　取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下「報酬等」とい

う。）は、株主総会の決議によって定める。

 

（社外取締役の責任限定契約）

第27条　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任

を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

 

　　第５章　　監査役および監査役会

 

（監査役の員数）

第28条　当会社の監査役は、５名以内とする。

 

（監査役の選任）

第29条　監査役は、株主総会において選任する。

　②　監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その

議決権の過半数をもって行う。

 

（監査役の任期）

第30条　監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。

　②　任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期および補欠監査役が監査役に就任した場

合の補欠監査役の任期は、前任の監査役の任期の満了する時までとする。

 

（監査役会規程）

第31条　監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。

 

（監査役会の招集）

第32条　監査役会の招集通知は、各監査役に対して、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要がある

ときは、この期間を短縮することができる。

　②　監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。

 

（常勤の監査役）

第33条　監査役会は、その決議により常勤の監査役を選定する。

　

（監査役の報酬等）

第34条　監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

 

（社外監査役の責任限定契約）

第35条　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任

を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
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　　第６章　　会　計　監　査　人

 

（会計監査人の選任）

第36条　会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

 

（会計監査人の任期）

第37条　会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の

時までとする。

　②　会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任

されたものとみなす。

 

　　第７章　　計　　　　　算

 

（事業年度）

第38条　当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までの１年とする。

 

（期末配当）

第39条　当会社は、毎年３月31日を基準日として、定時株主総会の決議によって、株主または登録株式質権者に対し、

期末配当金として剰余金の配当を行うことができる。

 

（中間配当）

第40条　当会社は、毎年９月30日を基準日として、取締役会の決議によって、株主または登録株式質権者に対し、中間

配当金として剰余金の配当を行うことができる。

 

（配当金の除斥期間）

第41条　配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満５年を経過してなお受領されないときは、当会社は

その支払義務を免れる。

　②　未払期末配当金および未払中間配当金については利息を付さない。

 

　　附　　　　　則

 

（最初の事業年度）

第１条　第38条の規定にかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から平成23年３月31日までとす

る。

 

（最初の取締役および監査役の報酬等）

第２条　第26条および第34条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会の終結の時までの期間

の取締役の報酬等の額は金１億7,000万円以内とし、監査役の報酬等の額は金3,000万円以内とする。

 

（附則の削除）

第３条　本附則は、当会社の最初の定時株主総会の終結の時をもって、削除されるものとする。
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４【組織再編成（公開買付け）に係る割当ての内容及びその算定根拠】

（１）株式移転比率

会社名 徳島銀行 香川銀行

株式移転比率 １ １

（注１）徳島銀行の普通株式１株に対して当社の普通株式１株を、香川銀行の普通株式１株に対して当社の普

通株式１株を割当交付いたします。本株式移転により、徳島銀行又は香川銀行の株主に交付しなければ

ならない当社の普通株式の数に１株に満たない端数が生じた場合には、会社法第234条その他関連法令

の規定に従い、当該株主に対し１株に満たない端数部分に応じた金額をお支払いたします。但し、上記

株式移転比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合は、両行協議のうえ、変更するこ

とがあります。また、当社の普通株式の単元株式数は、100株といたします。

（注２）当社が本株式移転により交付する新株式数（予定）

 普通株式　152,880,726株

　上記数値は、徳島銀行の平成21年３月31日現在における発行済株式総数（77,403,870株）及び香川銀

行の平成21年３月31日現在における発行済株式総数（79,810,343株）に基づいて算出しております。

但し、両行は本株式移転効力発生日の前日までに、保有する自己株式のうち実務上消却可能な範囲の株

式を消却する予定であるため、徳島銀行の平成21年３月31日現在における自己株式数（225,169株）、

香川銀行の平成21年３月31日現在における自己株式数（4,108,318株）は、上記の算出において、新株

式交付の対象から除外しております。なお、当社の設立までに、両行それぞれが自己株式を消却した場

合や香川銀行の発行する新株予約権が行使された場合は、当社が交付する上記新株式数は変動するこ

とがあります。

 

（２）株式移転比率の算定根拠等

① 算定の基礎

両行は、本株式移転に用いられる株式移転比率の算定に当たって公正性を期すため、徳島銀行は三菱ＵＦＪ

証券株式会社（以下「三菱ＵＦＪ証券」という。）を、また香川銀行は大和証券エスエムビーシー株式会社

（以下「大和証券エスエムビーシー」という。）を今回の経営統合のためのフィナンシャル・アドバイザー

として任命し、それぞれ株式移転比率の算定を依頼いたしました。

 

三菱ＵＦＪ証券は、本株式移転の諸条件等を分析したうえで、両行普通株式それぞれについて市場株価が存

在していることから市場株価分析による算定を行うとともに、両行について類似会社比較分析、ＤＤＭ

（Dividend Discount Model）分析、１株当たり利益希薄化分析などによる算定を行いました。市場株価分析

については平成21年９月８日を基準日として、基準日及び基準日までの直近１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間の

株価終値に基づく株式移転比率の算定レンジを採用いたしました。各手法における算定結果は以下のとおり

であります。なお、下記の株式移転比率の算定レンジは、徳島銀行の普通株式１株に対して当社の普通株式を

１株割り当てる場合に、香川銀行の普通株式１株に対して割り当てる当社の普通株式数の算定レンジを記載

したものであります。

 

 採用手法 株式移転比率の算定レンジ

① 市場株価分析 0.74～ 0.95

② 類似会社比較分析（ＰＥＲ) 0.76

③ 類似会社比較分析（ＰＢＲ) 1.29～ 1.30

④ ＤＤＭ分析 0.92～ 0.94

⑤ １株当たり利益希薄化分析 0.98～ 1.18
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三菱ＵＦＪ証券は、株式移転比率の算定に際して、両行から提供を受けた情報、一般に公開された情報等を

使用し、それらの資料、情報等が全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確

性及び完全性の検証を行っておりません。また、両行及びその関係会社の資産又は負債（偶発債務を含みま

す。）について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三

者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。加えて、両行の財務予測に関する情報及び予想シナジー

効果については、両行の経営陣により現時点で可能な最善の予測及び判断に基づき合理的に作成されたこと

を前提としております。三菱ＵＦＪ証券の株式移転比率の算定は、平成21年９月８日現在までの情報及び経営

条件を反映したものであります。

 

大和証券エスエムビーシーは、本株式移転の諸条件等を分析したうえで、両行普通株式それぞれについて市

場株価が存在していることから市場株価分析による算定を行うとともに、両行について純資産価額分析（修

正簿価純資産法）、ＤＣＦ分析（ＤＤＭ法）などによる算定を行いました。市場株価分析については、平成21

年９月11日を基準日として、当該基準日、基準日までの直近１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間及び12ヶ月間の出来

高加重平均株価に基づく株式移転比率の算定レンジを採用いたしました。大和証券エスエムビーシーによる

上記株式移転比率の算定結果の概要は以下のとおりであります。なお、下記の株式移転比率の算定レンジは、

徳島銀行の普通株式１株に対して当社の普通株式を１株割り当てる場合に、香川銀行の普通株式１株に対し

て割り当てる当社の普通株式数の算定レンジを記載したものであります。

 

 採用手法 株式移転比率の算定レンジ

① 市場株価分析 0.80～ 1.04

② 純資産価額分析 1.21～ 1.39

③ ＤＣＦ分析 0.94～ 1.21

 

大和証券エスエムビーシーは、株式移転比率の算定に際して、両行から提供を受けた情報及び一般に公開さ

れた情報等を使用し、それらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独

自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、両行及びその関係会社の資産又は負債（偶

発債務を含みます。）について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っ

ておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。加えて、両行の財務予測については、両行

の経営陣により現時点で得られる最善の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としておりま

す。大和証券エスエムビーシーの株式移転比率の算定は、平成21年９月11日現在までの情報及び経営条件を反

映したものであります。

 

② 算定の経緯

上記のとおり、徳島銀行は三菱ＵＦＪ証券に、香川銀行は大和証券エスエムビーシーに、それぞれ本株式移

転に用いられる株式移転比率の算定を依頼し、当該第三者機関による算定結果を参考に、両行それぞれが相手

方に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえて、それぞれ両行の財務の状況、資産の状況、

将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、両行間で株式移転比率について慎重に交渉・協議を重ねた結果、平

成21年９月14日付にて、最終的に上記株式移転比率が妥当であるとの判断に至り、合意・決定いたしました。

なお、徳島銀行は、三菱ＵＦＪ証券より平成21年９月14日付にて、上記の前提条件その他一定の前提条件の

もとに合意された株式移転比率が徳島銀行の普通株主にとって財務的見地から妥当である旨の意見書を取得

し、香川銀行は、大和証券エスエムビーシーより平成21年９月14日付にて、上記の前提条件その他一定の前提

条件のもとに合意された株式移転比率が香川銀行の普通株主にとって財務的見地から妥当である旨の意見書

を取得いたしました。
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③ 算定機関との関係

三菱ＵＦＪ証券及び大和証券エスエムビーシーは、いずれも両行の関連当事者には該当せず、本株式移転に

関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。

 

５【組織再編成対象会社の発行有価証券と組織再編成によって発行（交付）される有価証券との相違】

両行の単元株式数は1,000株でありますが、当社の単元株式数は100株であります。

 

６【組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利】

（１）組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い

①　買取請求権の行使の方法について

徳島銀行又は香川銀行の株主が、その有する徳島銀行の普通株式又は香川銀行の普通株式につき、徳島銀行

又は香川銀行に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、平成21年11月

25日開催の両行の臨時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をそれぞれ徳島銀行又は香川銀行に対し

通知し、かつ、上記臨時株主総会において本株式移転に反対し、両行それぞれが、上記臨時株主総会の決議の日

（平成21年11月25日）から２週間以内の会社法第806条第３項の通知に代わる社債、株式等の振替に関する法

律第161条第２項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要

があります。

 

②　議決権の行使の方法について

徳島銀行

議決権の行使の方法としては、平成21年11月25日開催の臨時株主総会に出席して議決権を行使する方法が

あります（なお、株主は、徳島銀行の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権を行使するこ

とができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該臨時株主総会に関する代理

権を証明する書面を、徳島銀行に提出する必要があります。）。また、郵送によって議決権を行使する方法もあ

り、その場合には平成21年11月24日午後５時までに議決権を行使することが必要となります。郵送による議決

権の行使は、上記臨時株主総会に関する株主総会参考書類同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表

示し、徳島銀行に上記の行使期限までに到達するように返送することが必要となります。なお、議決権行使書

用紙に各議案に対する賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱います。

 

香川銀行

議決権の行使の方法としては、平成21年11月25日開催の臨時株主総会に出席して議決権を行使する方法が

あります（なお、株主は、香川銀行の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権を行使するこ

とができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該臨時株主総会に関する代理

権を証明する書面を、香川銀行に提出する必要があります。）。また、郵送によって議決権を行使する方法もあ

り、その場合には平成21年11月24日午後５時までに議決権を行使することが必要となります。郵送による議決

権の行使は、上記臨時株主総会に関する株主総会参考書類同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表

示し、香川銀行に上記の行使期限までに到達するように返送することが必要となります。なお、議決権行使書

用紙に各議案に対する賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱います。
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③　組織再編成によって発行される株式の受取方法について

本株式移転によって発行される当社の普通株式は、両行それぞれの平成22年３月31日における最終の株主

名簿に記載又は記録された普通株主に割り当てられます。両行の普通株主は、自己の徳島銀行又は香川銀行の

普通株式が記録されている振替口座に、当社の普通株式が記録されることにより、当社の普通株式を受け取る

ことができます。

 

（２）組織再編成対象会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

香川銀行は、平成17年６月29日開催の定時株主総会の決議に基づき発行された新株予約権10個について本

株式移転効力発生日の前日までに自ら取得のうえ消却する予定であります。

なお、香川銀行は、本届出書提出日現在において新株予約権付社債を発行しておらず、徳島銀行は、本届出書

提出日現在において、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

 

７【組織再編成に関する手続】

（１）組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方

法

本株式移転に関し、会社法第803条第１項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、①株式移転計画、

②会社法第773条第１項第５号及び第６号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、③徳島銀行に

おいては香川銀行の、香川銀行においては徳島銀行の最終事業年度に係る計算書類等の内容を記載した書面

を、両行それぞれの本店に平成21年11月10日より備え置く予定であります。その他に、④徳島銀行又は香川銀

行の最終事業年度の末日後に会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたとき、又は上記書面の備置

の開始日以降、本株式移転効力発生日までの間に上記書面の記載事項に変更が生じたときは、その内容を記載

した書面を追加で備え置くことといたします。

①の書類は、平成21年９月14日開催の両行それぞれの取締役会において承認された本株式移転計画であり

ます。②の書類は、本株式移転に際して株式移転比率及びその株式移転比率の根拠並びに上記株式移転計画に

おいて定める新会社の資本金及び準備金の額に関する事項が相当であることを説明した書類であります。③

の書類は、徳島銀行又は香川銀行の平成21年３月期の計算書類等に関する書類であります。④の書類は、徳島

銀行又は香川銀行の平成21年３月期の末日後に、会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたとき、又

は上記①から③の書面の備置開始後、本株式移転効力発生日までの間に同書面の記載事項に変更が生じたと

きに備え置かれるものであり、当該事象又は変更内容を記載した書面であります。

これらの書類は、徳島銀行又は香川銀行の本店で閲覧することができます。 

 

（２）株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程

平成21年９月14日　　　　　 経営統合契約及び株式移転計画承認取締役会（両行）

平成21年９月14日　　　　　 経営統合契約書及び株式移転計画書作成（両行）

平成21年９月15日　　　　　 臨時株主総会基準日公告（両行）

平成21年９月30日　　　　　 臨時株主総会基準日（両行）

平成21年11月25日（予定）   株式移転計画承認臨時株主総会（両行）

平成22年３月29日（予定） 　東京証券取引所上場廃止日（両行）

平成22年３月29日（予定） 　大阪証券取引所上場廃止日（徳島銀行）

平成22年４月１日（予定） 　当社設立登記日（本株式移転効力発生日）

平成22年４月１日（予定） 　当社株式上場日
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但し、本株式移転の手続き進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、両行協議のうえ、日程を変更

する場合があります。

 

（３）組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に際して買取請求権を行

使する方法 

徳島銀行又は香川銀行の株主が、その有する徳島銀行の普通株式又は香川銀行の普通株式につき、徳島銀行

又は香川銀行に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、平成21年11月

25日開催の両行それぞれの臨時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨を徳島銀行又は香川銀行に通知

し、かつ、上記臨時株主総会において本株式移転に反対し、両行それぞれが、上記臨時株主総会の決議の日（平

成21年11月25日）から２週間以内の会社法第806条第３項の通知に代わる社債、株式等の振替に関する法律第

161条第２項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があ

ります。
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第２【統合財務情報】
（１）当社

当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において財務情報はありません。

 

（２）組織再編成後の当社

上記のとおり、当社には本届出書提出日現在において財務情報はありませんが、両行それぞれの最近連結会

計年度の主要な経営指標である「経常収益」、「経常利益」及び「当期純利益」を合算すると、以下のとおり

であります。もっとも、以下の数値は、単純な合算値に過ぎず、監査法人の監査証明を受けていない記載であり

ますことにご留意下さい。また、「経常収益」、「経常利益」及び「当期純利益」以外の指標等については、単

純な合算を行うことも困難であり、また、単純に合算を行うと却って投資家の皆様の判断を誤らせるおそれが

ありますことから、合算は行っておりません。

 

経常収益 （百万円） 68,087

経常利益
（△は経常損失）

（百万円） △15,689

当期純利益
（△は当期純損失）

（百万円） △11,418

 

（３）組織再編成対象会社（両行）

　当社の完全子会社となる両行それぞれの最近連結会計年度に係る主要な経営指標等は、以下のとおりでありま

す。
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徳島銀行

主要な経営指標等の推移

連結経営指標等の推移

 

 

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

（自平成16年
４月１日
至平成17年
３月31日）

（自平成17年
４月１日
至平成18年
３月31日）

（自平成18年
４月１日
至平成19年
３月31日）

（自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日）

（自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日）

連結経常収益 百万円 35,513 32,069 29,876 33,081 28,622

連結経常利益

（△は連結経常損失）
百万円 4,884 7,146 4,318 1,714 △11,243

連結当期純利益

（△は連結当期純損失)
百万円 2,988 3,941 2,204 574 △6,978

連結純資産額 百万円 62,397 71,417 74,689 66,850 56,584

連結総資産額 百万円 1,142,9851,139,0071,158,3031,177,8161,191,714

１株当たり純資産額 円 864.58 924.37 959.05 857.85 727.23

１株当たり当期純利益

（△は１株当たり当期

純損失）

円 40.95 53.94 28.54 7.44 △90.40

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
円 － － － － －

自己資本比率 ％ － － 6.3 5.6 4.7

連結自己資本比率

（国内基準）
％ 9.37 10.18 10.17 9.55 8.83

連結自己資本利益率

 
％ 4.8 5.8 3.0 0.8 △11.4

連結株価収益率 倍 24.0 17.7 28.7 78.4 △5.9

営業活動による

キャッシュ・フロー
百万円 16,574 △10,354 △1,855 9,606 2,592

投資活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △17,976 127 △1,159 △6,603 10.139

財務活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △468 3,859 △384 △3,141 369

現金及び現金同等物の

期末残高
百万円 24,273 17,927 14,556 14,416 27,512

従業員数

[外、平均臨時従業員数]
人

1,026
[155]

998
[164]

983
[161]

999
[170]

1,004
[176]

（注１）徳島銀行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（注２）連結純資産額及び連結総資産額の算定にあたり、平成18年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。
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（注３）「１株当たり純資産額」、「１株当たり当期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」の算定に当たって

は、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。１株当たり純資産額は、企業会計基準適用指針

第４号が改正されたことに伴い、平成18年度から繰延ヘッジ損益を含めて算出しております。

（注４）潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式がないので記載しておりません。なお、平成20年度は１株当たり当期

純損失であり、また、潜在株式がないので記載しておりません。

（注５）自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末少数株主持分）を期末資産の部の合計で除して算出しております。

（注６）連結自己資本比率は、平成18年度末から、銀行法第14条の２の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算

式に基づき算出しております。徳島銀行は、国内基準を採用しております。なお、平成17年度以前は、銀行法第14条の２の

規定に基づく平成５年大蔵省告示第55号に定められた算式に基づき算出しております。
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香川銀行

主要な経営指標等の推移

連結経営指標等の推移

 

 

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

（自平成16年
４月１日
至平成17年
３月31日）

（自平成17年
４月１日
至平成18年
３月31日）

（自平成18年
４月１日
至平成19年
３月31日）

（自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日）

（自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日）

連結経常収益 百万円 39,562 40,018 39,981 42,138 39,465

連結経常利益
（△は連結経常損失）

百万円 5,374 2,522 8,461 △670 △4,446

連結当期純利益
（△は連結当期純損失)

百万円 2,567 854 4,205 △2,695 △4,440

連結純資産額 百万円 85,233 83,241 90,923 82,816 73,726

連結総資産額 百万円 1,239,0331,230,7321,256,8541,236,3301,258,556

１株当たり純資産額 円 1,083.151,097.161,174.821,068.54 951.52

１株当たり当期純利益
（△は１株当たり当期
純損失）

円 32.33 10.84 55.45 △35.55 △58.62

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 ─ 10.84 55.44 ─ ─

自己資本比率 ％ ── ── 7.08 6.55 5.72

連結自己資本比率
（国内基準）

％ 10.17 10.21 10.05 10.15 9.76

連結自己資本利益率 ％ 3.07 1.01 4.88 △3.16 △5.80

連結株価収益率 倍 19.79 68.94 13.45 △17.49 △7.09

営業活動による
キャッシュ・フロー

百万円 22,613 7,829 △16,927 19,626 40,431

投資活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △21,438 △2,479 △5,819 △12,668 △25,977

財務活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △73 △2,276 △483 △478 △502

現金及び現金同等物の
期末残高

百万円 44,864 47,942 24,715 31,194 45,147

従業員数
[外、平均臨時従業員数]

人
1,553
［22]

1,531
[23]

1,511
[41]

1,517
[52]

1,507
[50]

（注１）香川銀行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（注２）連結純資産額及び連結総資産額の算定にあたり、平成18年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。

　また、連結総資産は、平成18年度から、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）別紙様式が「銀行法施行規則

等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第38号平成19年４月17日）により改正されたことに伴い、「有価証券」中の

社債のうち、有価証券の私募による社債に対する保証債務額をそれぞれ支払承諾および支払承諾見返から相殺する方法

により算出しております。
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（注３）「１株当たり純資産額」、「１株当たり当期純利益（又は当期純損失）」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利

益」の算定に当たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期

純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。１株当たり純資産額は、

企業会計基準適用指針第４号が改正されたことに伴い、平成18年度から繰延ヘッジ損益を含めて算出しております。な

お、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、平成16年度については、潜在株式が存在していないため、また平

成19年度及び平成20年度については１株当たり当期純損失であったため記載しておりません。

（注４）自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末少数株主持分）を期末資産の部の合計で除して算出しております。

（注５）連結自己資本比率は、平成18年度末から、銀行法第14条の２の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算

式に基づき算出しております。香川銀行は、国内基準を採用しております。なお、平成17年度以前は、銀行法第14条の２の

規定に基づく平成５年大蔵省告示第55号に定められた算式に基づき算出しております。

 

 
第３【発行者（その関連者）と組織再編成対象会社との重要な契約】

該当事項はありません。
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第三部【企業情報】

第１【企業の概況】

 
１【主要な経営指標等の推移】
前記「第二部 組織再編成（公開買付け）に関する情報　第２ 統合財務情報」記載のとおりであります。

 
２【沿革】
平成21年９月14日　両行は、両行それぞれの株主総会による承認及び銀行法その他の法令に定める関係官庁の許認

可等を前提として、本株式移転により共同で当社を設立することについて合意に達し、両行そ

れぞれの取締役会において本株式移転に係る「経営統合契約書」の締結及び「株式移転計画

書」の共同作成を決議いたしました。

平成21年11月25日　両行それぞれの臨時株主総会において、両行が共同株式移転の方法により当社を設立し、両行

がその完全子会社となることについて決議する予定であります。

平成22年４月１日　両行が共同株式移転の方法により当社を設立する予定であります。当社の普通株式を東京証券

取引所市場第一部に上場する予定であります。

 

なお、完全子会社となる両行それぞれの沿革につきましては、両行の有価証券報告書（徳島銀行については平成

21年６月26日提出、香川銀行については同年６月29日提出）をご参照ください。

 

３【事業の内容】
 

当社は、銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業を行

う予定であります。

また、当社の完全子会社となる両行それぞれの平成21年３月期連結会計年度末日（平成21年３月31日）時点

（但し、これらの日よりも後の時点の事実関係であることを明記した注記の記載についてはその時点）における

事業の内容は以下のとおりであります。

 

徳島銀行

徳島銀行グループは、徳島銀行及び連結子会社４社で構成され、銀行業務を中心に、その他の事業としてクレジッ

トカード業務、ベンチャーキャピタル業務などの金融サービスに係る事業を行っております。

徳島銀行グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。

 

［銀行業務］

徳島銀行の本店ほか支店73（うち出張所４）においては、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、商品

有価証券売買業務、有価証券投資業務、社債受託業務、その他附帯業務を行い、高度多様化するお客さまのニーズに即

応する金融サービスの提供に積極的に取り組んでおり、本業務を徳島銀行グループにおける基幹業務と位置づけて

おります。

また、連結子会社の株式会社徳銀ビジネスサービス及び株式会社徳銀ソフトにおいては、銀行業務に係る関連業務

を行っております。
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［その他の事業］

連結子会社の株式会社徳銀ジェーシービーにおいては、クレジットカードの取扱に関する業務を行い、多様化する

お客さまのニーズにお応えするサービスの提供に取り組んでおります。

また、連結子会社の株式会社徳銀キャピタルにおいては、ベンチャーキャピタル業務を行い、ニュービジネスやベ

ンチャー企業の発掘・支援に取り組んでおります。

 

香川銀行

香川銀行グループは、香川銀行、連結子会社５社で構成され、銀行業務を中心に、リース業務などの金融サービスに

係る事業を行っております。

香川銀行グループの事業に関わる位置づけは次のとおりであります。

 

［銀行業務］

香川銀行の本店ほか支店82（うち出張所６）においては、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、国

債等公共債及び証券投資信託の窓口販売、損害保険及び生命保険の窓口販売等を行っており、地域に密着した経営

に積極的に取り組んでおります。又、香川ビジネスサービス株式会社においては銀行業務の付帯業務を行っており

ます。

 

［リース業務］

金融関連業務として、株式会社香川銀リースがリース業務を行っております。

 

［その他業務］

金融関連業務として香川銀コンピューターサービス株式会社においてソフト開発業務、株式会社香川銀カード

においてクレジットカード業務、株式会社香川銀キャピタルにおいて企業投資育成業務を行っております。

 

以上の当社グループに関する事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

当社は新設会社でありますので、本届出書提出日現在において関係会社はありませんが、平成22年４月１日時点

で予定する関係会社の状況は、前記「第二部　組織再編成（公開買付け）に関する情報　第１　組織再編成（公開買

付け）の概要　１　組織再編成（公開買付け）の目的等」記載の「２. 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集

団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係　（１）②提出会社の企業集団の概要」をご参照下

さい。

 

５【従業員の状況】

（１）当社の状況

当社は新設会社であるため、未定であります。

 

（２）連結会社の状況

当社の完全子会社となる両行それぞれの平成21年３月31日現在の従業員の状況は以下のとおりであります。

 

徳島銀行

（平成21年３月31日現在)

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

銀行業 998[158]

その他 ６[18]

合計 1,004[176]

（注１）従業員数は就業人員数であり、嘱託及び臨時従業員190人を含んでおりません。

（注２）臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。

 

香川銀行

（平成21年３月31日現在)

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

銀行業務 1,431[47]

リース業務 16[１]

その他業務 60[２]

合計 1,507[50]

（注１）従業員数は、嘱託及び臨時従業員50人を含んでおりません。

（注２）臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。

 

（３）労働組合の状況

 

①当社

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 

②連結会社の状況

当社の完全子会社となる両行それぞれの労働組合の状況は以下のとおりであります。
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徳島銀行

徳島銀行の組合は、徳島銀行従業員組合と称し、組合員数は、平成21年３月31日現在で856人であります。

労使間においては特記すべき事項はありません。

 

香川銀行

香川銀行の組合は、香川銀行従業員組合と称し、組合員数は、平成21年３月31日現在で966人であります。

労使間においては特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。なお、当社の完全子会社となる両行それぞれの業績等の概

要については、両行の有価証券報告書（徳島銀行については平成21年６月26日提出、香川銀行については同年６月

29日提出）及び四半期報告書（徳島銀行については平成21年８月７日提出、香川銀行については同年８月７日提

出）をご参照下さい。

 
２【生産、受注及び販売の状況】
当社は新設会社であるため、該当事項はありません。なお、当社の完全子会社となる両行それぞれの生産、受注及

び販売の状況については、両行の有価証券報告書（徳島銀行については平成21年６月26日提出、香川銀行について

は同年６月29日提出）及び四半期報告書（徳島銀行については平成21年８月７日提出、香川銀行については同年

８月７日提出）をご参照下さい。

 
３【対処すべき課題】
当社は新設会社であるため、該当事項はありません。なお、当社の完全子会社となる両行それぞれの対処すべき

課題については、両行の有価証券報告書（徳島銀行については平成21年６月26日提出、香川銀行については同年６

月29日提出）をご参照下さい。

 
４【事業等のリスク】
当社は本届出書提出日現在において設立されておりませんが、本株式移転に関連し、当社グループの経営統合に

係るリスクとして、下記（１）のリスクが想定されます。さらに、当社は本株式移転により両行の完全親会社とな

るため、当社の設立後は本届出書提出日現在における両行それぞれの事業等のリスクが当社の事業等のリスクと

なりうることが想定されます。両行それぞれの事業等のリスクは下記（２）及び（３）のとおりであります。

なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載のない限り、本届出書

提出日現在において判断したものであります。

 

（１）経営統合に関するリスク

①株式移転に係る手続等

本株式移転に係る手続は、本届出書提出日現在において終了しておらず、今後予定どおり進まない可能性が

あり、加えて、本株式移転は、一定の承認、報告、書類の提出及び条件の充足といった様々な条件（銀行法上必

要な手続を履践することを含みますが、それらに限られません。）に服していることから、国内外の規制当局

が、本株式移転を停止又は遅延させることにより本株式移転の期待効果を減殺し、又は計画どおりの完了を困

難にする条件を付した場合には、本株式移転が予定したとおりに完了せず、又は全く実現しない可能性があ

り、かかる事態が発生した場合には、当社グループ又は徳島銀行グループ若しくは香川銀行グループの財政状

態及び業績に悪影響を及ぼすおそれがあります。

 

②経営統合効果

当初期待した統合効果を十分に発揮できないことにより、結果として当社グループの財政状態及び業績に悪

影響を及ぼすおそれがあります。

 

（２）徳島銀行の事業等のリスク

①信用リスク

（a）不良債権の状況

徳島銀行グループは、資産の70％程度を貸出金により運用しておりますが、国内外の景気動向によっては貸

出先の業況に悪影響を及ぼし、財務内容悪化等により不良債権が増加することで、多額の貸倒償却または引当

負担が生じる可能性があります。
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（b）貸倒引当金の状況

徳島銀行グループは、貸出先の状況に応じて、担保の価値及び貸倒実績率等に基づく見積もりにより、貸倒引

当金を計上しておりますが、実際の貸倒が当該見積もりを上回った場合や担保価値が下落した場合に、貸倒引

当金の積み増し等により与信関係費用が増加する可能性があります。

 

（c）貸出先への対応

徳島銀行グループは、回収の効率・実効性その他の観点から、貸出先に債務不履行等が生じた場合において

も、徳島銀行グループが債権者として有する法的な権利のすべてを必ずしも実行しない場合があります。ま

た、徳島銀行グループがこれらの貸出先に対して債権放棄または追加貸出を行って支援をする場合もありま

す。このような貸出先に対する支援を行った場合に、徳島銀行グループの与信関係費用が増加する可能性があ

ります。

 

（d）権利行使の困難性

徳島銀行グループは、不動産市場における流動性の欠如または価格の下落、有価証券の価格の下落等により、

担保権を設定した不動産もしくは有価証券を換金することが困難となる可能性があります。

 

②市場関連リスク

（a）金利変動に関するリスク

徳島銀行グループの主要な収益源は、貸出金や有価証券を中心とした資金運用と預金等による資金調達との

金利差による利鞘収入（資金利益）であります。これらの資金運用・調達における金額・期間等のミスマッ

チが大きい場合に、金利変動が徳島銀行グループの収益にとってマイナスに作用する可能性があります。

 

（b）為替変動に関するリスク

徳島銀行グループが保有する有価証券の一部には、外貨建有価証券が含まれておりますが、例えば、為替相場

が円高に変動した場合に、為替ヘッジを行っていない外貨建有価証券の価値に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。

 

（c）株価変動に関するリスク

徳島銀行グループが保有する有価証券の一部には、市場性のある株式が含まれておりますが、株価が下落し

た場合に、保有株式に減損または評価損が発生する可能性があります。

 

（d）債券の価格変動に関するリスク

徳島銀行グループが保有する有価証券の一部には、国債等の債券が含まれておりますが、長期金利が上昇し

た場合に、債券価格が下落し債券の評価損が発生する可能性があります。

 

③流動性リスク

徳島銀行グループの業績や財務内容が悪化した場合、あるいは市場の混乱等により市場環境が大きく変化し

た場合に、必要な資金の確保が困難となり、通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる可能性が

あります。

 

④事務リスク

徳島銀行グループは、預金・為替・貸出などの銀行業務に加え、カード業務、ベンチャーキャピタル業務など

の幅広い業務を行っておりますが、これらの多様な業務の遂行に際して、役職員が正確な事務を怠る、あるいは

事故・不正等による不適切な事務を行うことにより、損失が発生する可能性があります。
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⑤システムリスク

徳島銀行グループは、業務の多様化及び高度化に対応するため、勘定系オンラインシステムをはじめとする各

種システムを保有しておりますが、これらのシステムのダウンまたは誤作動、通信回線の故障やコンピュータの

不正使用が発生した場合に、徳島銀行グループの業務遂行及び社会的信用に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

⑥法務リスク

徳島銀行グループは、業務を遂行するうえで、銀行法、金融商品取引法、会社法など様々な法令等の適用を受け

ており、これらの法令等が遵守されるよう役職員に対する法令等遵守の徹底に努めておりますが、これらの法令

等を遵守できなかった場合に、徳島銀行グループの業績・財政状態及び社会的信用に悪影響を及ぼす可能性が

あります。また、これらの法令等が将来において変更・廃止され、あるいは新たな法令等が設けられた場合に、そ

の内容によっては、徳島銀行グループの業績・財政状態及び業務遂行に悪影響を及ぼす可能性があります。

なお、徳島銀行における不祥事件の発生を受け、法令等遵守態勢の確立に向けた取組みが不十分で、営業店に

おいて内部牽制機能が十分に発揮されていないなど、内部管理態勢に重大な問題があるとして、平成17年11月11

日付で、四国財務局長より業務改善命令を受けました。徳島銀行では、同命令に基づきまして、平成17年12月12日

付で、四国財務局長に業務改善計画を提出し、内部管理態勢の一層の充実・強化を図り、不祥事件を発生させな

い組織体制の構築、法令等遵守態勢の確立に取り組んでおりますが、平成18年６月及び平成19年２月に新たな不

祥事件が発生したことにより、これらの取組みをなお一層強化する必要があります。

 

⑦風評リスク

徳島銀行グループは、地域のみなさま、預金者等のお客さまならびに市場関係者からの信用に大きく支えられ

ておりますが、徳島銀行グループに対する事実と異なる風評・風説が、マスコミ報道・インターネット上の掲示

板への書き込み等により発生・拡散した場合に、お客さまや市場関係者の間における徳島銀行グループの評判

が悪化することにより、徳島銀行グループの業績遂行及び社会的信用に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

⑧情報漏えいに関するリスク

徳島銀行グループは、多くのお客さまの情報を保有しているほか、様々な経営情報等の内部情報を有しており

ますが、万が一、これらの重要な情報が外部に漏えいした場合に、徳島銀行グループの社会的信用、業務遂行及び

業績・財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

⑨自己資本比率規制に係るリスク

徳島銀行グループは、海外営業拠点を有しておりませんので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率を「銀

行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかど

うかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」に定められた国内基準（現時点では４％）以上に

維持することを求められておりますが、徳島銀行グループの自己資本比率がこの基準を下回った場合に、金融庁

長官から業務の全部または一部の停止等を含む様々な命令を受けることとなります。また、平成19年３月期から

は、新基準（バーゼルⅡ）により、連結自己資本比率及び単体自己資本比率を算出しております。

なお、以下のような場合に、自己資本比率に悪影響を及ぼす可能性があります。

・不良債権処理の増加にともない、大幅に与信関係費用が増加する場合

・株価や金利の変動にともない、保有有価証券に大きな評価損が発生する場合

・将来の課税所得の見積りによって、繰延税金資産が大きく減額される場合

・自己資本比率基準や算定方法が変更される場合
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⑩繰延税金資産に係るリスク

徳島銀行グループは、繰延税金資産について、現時点において想定される金融経済環境等の様々な予測・仮定

を前提に将来の課税所得を合理的に見積もり計上しておりますが、実際の課税所得が想定と異なること等によ

り、繰延税金資産が減額された場合には、徳島銀行グループの業績・財政状態に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

⑪退職給付債務に係るリスク

徳島銀行グループは、従業員の退職給付費用及び債務について、年金資産の期待運用利回りや将来の退職給付

債務算出に用いる年金数理上の前提条件に基づいて算出しておりますが、年金資産の時価が下落する、または年

金資産の運用利回りが想定を下回るなど、実際の結果が年金数理上の前提条件と異なる場合や前提条件に変更

があった場合、また、年金制度の変更により未認識の過去勤務債務が発生した場合に、追加損失が発生し、徳島銀

行グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

⑫所有不動産に係るリスク

徳島銀行グループは、営業拠点・社宅等として不動産を所有しておりますが、当該不動産の価値・価格が下落

した場合に、減損が生じ、徳島銀行グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

⑬災害リスク

徳島銀行グループは、徳島県を中心に事業を展開しており、営業拠点、事務集中センター等の施設、役職員及び

お客さまは徳島県に集中しておりますが、万が一、徳島県を含む広域に災害等が発生した場合、あるいは徳島県

を中心とする局地的な災害等が発生した場合に、地域経済及び徳島銀行グループの施設・役職員に甚大な被害

が及ぶ可能性があり、その結果、徳島銀行グループの業務遂行及び業績・財政状態に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。

 

 

（３）香川銀行の事業等のリスク

①信用リスクについて

香川銀行は、財務体質強化の重点施策として不良債権の削減に積極的に取り組んでおります。主な施策とし

て、「オフ・バランス化」の推進、中小企業の再生・支援に取り組んでおります。しかしながら、香川銀行の営業

基盤である瀬戸内経済圏の経済情勢の変動が貸出先の経営状況等に悪影響を及ぼし、予想外に不良債権及び管

理コストが増加する可能性があります。

また、香川銀行は、貸出先の状況、差し入れられた担保の価値及び過去の貸倒実績等に基づいて、貸倒引当金を

計上しておりますが、実際の貸倒れが貸倒引当金計上時点における見積もりと乖離した場合や、担保価値が下落

した場合には、貸倒引当金を積み増さざるを得なくなる可能性があります。

 

②市場リスクについて

香川銀行が保有している有価証券については、金利や為替レート、株価等の市場動向によって価格が下落する

可能性があります。価格の下落により、保有有価証券の評価損益の悪化、減損処理等による損失の発生など、香川

銀行の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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③流動性リスクについて

香川銀行の業績や財務内容が悪化した場合、あるいは市場の混乱等により市場環境が大きく変化した場合に、

必要な資金の確保が困難となり、通常よりも高い金利での資金調達を余儀なくされる可能性があります。

 

④事務リスクについて

香川銀行は、預金・為替・貸出などの銀行業務に加え、証券・保険などの業務を行っております。これらの業

務を遂行するにあたって、役職員が不正確な事務または不正や過失等に起因する不適切な事務を行った場合に

は、香川銀行の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤システムリスクについて

香川銀行は業務の大半においてコンピューターシステムを使用しておりますが、これらのシステムのダウン

または誤作動、通信回線の故障やコンピューターの不正使用が発生した場合には、香川銀行の業績及び財政状態

に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

⑥法務リスクについて

香川銀行は、業務を遂行する上で様々な法令等の適用を受けており、その遵守に努めておりますが、これらの

法令等を遵守できなかった場合には、香川銀行の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

　また、これらの法令等が将来において変更・廃止され、あるいは、新たな法令等が設けられる可能性があり、そ

の内容によっては、香川銀行の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

⑦情報漏えいに関するリスクについて

香川銀行は、法人・個人のお客さまに関する様々な情報を多数有しておりますが、万が一、これらの情報が外

部に漏えいした場合には、香川銀行の社会的信用、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

⑧風評リスクについて

香川銀行は銀行業という業種柄、お客さまや市場関係者からの信用が非常に重要でありますが、香川銀行や銀

行業界に対するネガティブな報道や悪質な風評の流布があった場合には、その内容の正確性にかかわらず、香川

銀行の業務運営に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

⑨自己資本比率について

香川銀行は海外営業拠点を有しておりませんので、単体及び連結自己資本比率を「銀行法第14条の２の規定

に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための

基準」（平成18年金融庁告示第19号）で定められている国内基準の４％以上に維持することを求められており

ます。香川銀行の自己資本比率がこの基準を下回った場合には、金融庁から業務の全部又は一部の停止等様々な

命令を受けることとなります。

 

⑩繰延税金資産について

香川銀行は、将来の課税所得を合理的に見積もり、繰延税金資産を計上しております。しかしながら、実際の課

税所得が想定と異なること等により、繰延税金資産を取り崩すことになった場合には、香川銀行の業績及び財政

状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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⑪格付に関するリスクについて

香川銀行は、格付機関から格付を取得しておりますが、この格付が引き下げられた場合には、香川銀行の資本

・資金調達条件の悪化等により、香川銀行の業務運営に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

⑫退職給付債務等に関するリスクについて

香川銀行の退職給付費用及び債務は、年金資産の期待運用利回りや将来の退職給付債務算出に用いる年金数

理上の前提条件に基づいて算出しておりますが、実際の結果が前提条件と異なる場合や前提条件に変更があっ

た場合、また、制度変更により未認識の過去勤務債務が発生した場合には、追加損失が発生し、香川銀行の業績及

び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

⑬所有不動産に関するリスクについて

香川銀行は、営業拠点・社宅等として不動産を所有しておりますが、当該不動産の価値・価格が下落した場合

には、減損が生じ、香川銀行の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

⑭災害リスクについて

香川銀行は、香川県を中心に事業を展開しており、営業拠点、事務センター等の施設、お客さま及び役職員は香

川県に集中しております。万が一、香川県を含む広域に災害等が発生した場合、あるいは香川県を中心とする局

地的な災害等が発生した場合には、地域経済及び香川銀行の施設、役職員に甚大な被害が及ぶ可能性があり、そ

の結果、香川銀行の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

５【経営上の重要な契約等】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。なお、当社の完全子会社となる両行それぞれの経営上の重

要な契約等については、両行の有価証券報告書（徳島銀行については平成21年６月26日提出、香川銀行については

同年６月29日提出）及び四半期報告書（徳島銀行については平成21年８月７日提出、香川銀行については同年８

月７日提出）をご参照下さい。なお、本株式移転計画、本株式移転の目的、条件等については、前記「第二部　組織再

編成（公開買付け）に関する情報　第１　組織再編成（公開買付け）の概要」をご参照下さい。

 

６【研究開発活動】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。なお、当社の完全子会社となる両行それぞれの研究開発活

動については、両行の有価証券報告書（徳島銀行については平成21年６月26日提出、香川銀行については同年６月

29日提出）及び四半期報告書（徳島銀行については平成21年８月７日提出、香川銀行については同年８月７日提

出）をご参照下さい。

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。なお、当社の完全子会社となる両行それぞれの財政状態及

び経営成績の分析については、両行の有価証券報告書（徳島銀行については平成21年６月26日提出、香川銀行につ

いては同年６月29日提出）及び四半期報告書（徳島銀行については平成21年８月７日提出、香川銀行については

同年８月７日提出）をご参照下さい。
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第３【設備の状況】
 
１【設備投資等の概要】
（１）当社

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 

（２）連結子会社

当社の完全子会社となる両行それぞれの設備投資等の概要については、両行の有価証券報告書（徳島銀行につ

いては平成21年６月26日提出、香川銀行については同年６月29日提出）をご参照下さい。

 
２【主要な設備の状況】
（１）当社

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 

（２）連結子会社

当社の完全子会社となる両行それぞれの主要な設備の状況については、両行の有価証券報告書（徳島銀行につ

いては平成21年６月26日提出、香川銀行については同年６月29日提出）及び四半期報告書（徳島銀行については

平成21年８月７日提出、香川銀行については同年８月７日提出）をご参照下さい。

 
３【設備の新設、除却等の計画】
（１）当社

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 

（２）連結子会社

当社の完全子会社となる両行それぞれの設備の新設、除却等の計画については、両行の有価証券報告書（徳島銀

行については平成21年６月26日提出、香川銀行については同年６月29日提出）及び四半期報告書（徳島銀行につ

いては平成21年８月７日提出、香川銀行については同年８月７日提出）をご参照下さい。
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第４【提出会社の状況】
 
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

平成22年４月１日現在の当社の状況は以下のとおりとなる予定であります。

種　　類 発行可能株式総数（株）

普通株式 476,000,000

計 476,000,000

 

②【発行済株式】

 

種類 発行数（株）
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式
152,880,726

（注１）（注２）
（注３）

東京証券取引所
市場第一部

完全議決権株式であり、剰余金の配当に関
する請求権その他の権利内容に何ら限定の
ない、当社における標準となる株式であり
ます。
普通株式は振替株式であり、単元株式数は
100株であります。（注４）

計 152,880,726 － －

（注１）徳島銀行の平成21年３月31日現在における発行済株式総数（77,403,870株）及び香川銀行の平成21年３月31日現在に

おける発行済株式総数（79,810,343株）に基づいて算出しております。但し、両行は、本株式移転効力発生日の前日まで

に、保有する自己株式のうち実務上消却可能な範囲の株式を消却する予定であるため、徳島銀行の平成21年３月31日現在

における自己株式数（225,169株）、香川銀行の平成21年３月31日現在における自己株式数（4,108,318株）は、上記の算

出において、新株式交付の対象から除外しております。なお、当社の設立までに、両行それぞれが自己株式を消却した場合

や香川銀行の発行する新株予約権が行使された場合は、当社が交付する上記新株式数は変動することがあります。

（注２）普通株式は、銀行法その他の法令に定める関係官庁の許認可等を条件として、平成21年９月14日に開催された両行それ

ぞれの取締役会の決議（株式移転計画の承認及び臨時株主総会への付議）及び平成21年11月25日に開催予定の両行それ

ぞれの臨時株主総会の特別決議（株式移転計画の承認）に基づき行う本株式移転に伴い発行する予定であります。

（注３）両行は、当社の普通株式について、東京証券取引所に新規上場申請を行う予定であります。

（注４）振替機関の名称及び住所は、下記のとおりであります。

名称　株式会社証券保管振替機構

住所　東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

（３）【ライツプランの内容】

  該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

平成22年４月１日現在の当社の発行済株式総数、資本金等は以下のとおりとなる予定であります。

年月日
発行済株式総

数増減数（株)

発行済株式総

数残高（株）

資本金増減額

（百万円）

資本金残高

（百万円）

資本準備金

増減額

（百万円）

資本準備金

残高

（百万円）

平成22年

４月１日

152,880,726

（予定）

152,880,726

（予定）
25,000 25,000 6,250 6,250

 

（５）【所有者別状況】

当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において所有者はおりませんが、当社の完全子会社となる

両行それぞれの平成21年３月31日現在の所有者別状況は、以下のとおりであります。

 

徳島銀行

平成21年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）

単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
（人）

－ 50 27 823 70 － 4,3215,291 －

所有株式数
（単元）

－ 24,1751,03421,0446,315 － 23,92576,493910,870

所有株式数
の 割 合
（％)

－ 31.601.3527.518.26 － 31.28100.00 －

（注１）自己株式225,169株は、「個人その他」に225単元及び「単元未満株式の状況」に169株含まれております。

（注２）「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ２単元及

び50株含まれております。

 

香川銀行

平成21年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）

単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
（人）

－ 38 26 794 103 － 3,4004,361 －

所有株式数
（単元）

－ 24,4082,14619,7258,364 － 24,63879,281529,343

所有株式数
の 割 合
（％)

－ 30.792.7124.8810.55 － 31.07100.00 －

（注１）自己株式4,108,318 株は「個人その他」に4,108 単元、「単元未満株式の状況」に318株含まれております。

（注２）「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が３単元含まれております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において所有者はおりませんが、当社の完全子会社と

なる両行それぞれの平成21年３月31日現在の議決権の状況は以下のとおりであります。

 

徳島銀行

平成21年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式
225,000

－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式
76,268,000

76,268

完全議決権株式であり、剰余
金の配当に関する請求権その
他の権利内容に何ら限定のな
い、徳島銀行における標準と
なる株式であります。
普通株式は振替株式であり、
単元株式数は1,000株であり
ます。

単元未満株式
普通株式
910,870

－
１単元（1,000株）未満の

株式

発行済株式総数 77,403,870 － －

総株主の議決権 － 76,268 －

（注）上記の「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が２千株含まれております。また、

「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が２個含まれております。
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香川銀行

平成21年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）
普通株式
4,108,000

－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式
75,173,000

75,173

完全議決権株式であり、剰余
金の配当に関する請求権その
他の権利内容に何ら限定のな
い、香川銀行における標準と
なる株式であります。
普通株式は振替株式であり、
単元株式数は1,000株であり
ます。

単元未満株式
普通株式
529,343

－
１単元（1,000株）未満の

株式

発行済株式総数 79,810,343 － －

総株主の議決権 － 75,173 －

（注）上記の「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が３千株含まれております。また、

「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が３個含まれております。

 

②【自己株式等】

当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において当社の自己株式を保有しておりませんが、当

社の完全子会社となる両行それぞれの平成21年３月31日現在の自己株式については、以下のとおりであり

ます。

 

徳島銀行

平成21年３月31日

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）
　徳島銀行

徳島県徳島市富田浜１丁
目16番地

225,000 － 225,000 0.29

計 － 225,000 － 225,000 0.29
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香川銀行

平成21年３月31日

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）
　香川銀行

香川県高松市亀井町６番
地１

4,108,000 － 4,108,0005.14

計 － 4,108,000 － 4,108,0005.14

 

（７）【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 

３【配当政策】
当社設立後の配当方針等は未定であります。

当社の剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。な

お、当社は会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で

定めております。

 
４【株価の推移】

当社は新設会社であるため、当社においては株価の推移はありませんが、当社の完全子会社となる両行それ

ぞれの株価の推移は以下のとおりであります。

 
（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

徳島銀行

回次 第112期 第113期 第114期 第115期 第116期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

最高（円） 1,000 1,399 998 846 640

最低（円） 625 802 626 514 290

（注）　株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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香川銀行

回次 第99期 第100期 第101期 第102期 第103期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

最高（円） 651 838 888 898 685

最低（円） 489 561 619 496 406

 （注）　株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

徳島銀行

月別 平成21年５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

最高（円） 510 489 501 510 493 375

最低（円） 473 445 460 480 355 320

（注）　株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

香川銀行

月別 平成21年５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

最高（円） 447 417 437 416 403 361

最低（円） 399 388 393 387 343 314

 （注）　株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５【役員の状況】
平成22年４月１日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

役名
（注１）

職名 氏名 生年月日 略歴 任期

（１）所有する徳島
銀行の普通株式数
（２）所有する香川
銀行の普通株式数
（３）割り当てられ
る当社の普通株式数
（注４）

代表取締
役会長

 遠山　誠司
昭和22年
３月30日
生

昭和45年４月香川銀行入行

（注２）
（１）０株
（２）20,000株
（３）20,000株

昭和60年８月長尾支店長

平成５年４月 松山支店長

平成７年６月 取締役松山支店長

平成10年８月常務取締役営業統轄本部長

平成14年６月専務取締役総合企画本部長

平成15年４月取締役頭取コンプライアンス統括部

担当

平成17年６月取締役頭取業務監査部担当

平成18年７月取締役頭取（現職）

代表取締
役社長兼
ＣＥＯ
（最高経
営責任
者）

 柿内　愼市

昭和19年

10月29日

生

 

昭和42年４月徳島銀行入行

（注２）
（１）88,732株
（２）０株
（３）88,732株

平成３年２月 人事部長兼総合企画部付部長（秘書

室長）

平成３年６月 取締役人事部長兼総合企画部付部長

（秘書室長）

平成５年３月 常務取締役人事部長

平成９年６月 専務取締役人事部長

平成10年６月専務取締役

平成11年４月専務取締役総合企画本部長

平成15年６月取締役頭取（現職）

取締役  吉岡　宏美

昭和27年

11月３日

生

 

昭和51年４月徳島銀行入行

（注２）
（１）22,000株
（２）０株
（３）22,000株

平成12年４月営業企画部長

平成13年６月取締役営業企画部長

平成15年６月常務取締役総合企画本部長兼企画部

長

平成18年６月取締役専務総合企画本部長兼企画部

長

平成21年２月取締役専務総合企画本部長（現職）

取締役  下村　正治
昭和24年
９月１日
生

昭和47年４月香川銀行入行

（注２）
（１）０株
（２）17,000株
（３）17,000株

昭和63年８月三木支店長

平成10年２月国際部長

平成15年３月総合企画部長

平成15年６月取締役総合企画部長

平成17年２月常務取締役総合企画部長

平成17年７月常務取締役総合企画部・総務部・事

務システム部担当

平成18年６月専務取締役総合企画部・総務部・事

務システム部担当

平成19年６月専務取締役融資部・融資管理部・事

業サポート部・経営戦略部・事務シ

ステム部担当

平成20年６月専務取締役経営戦略部・事務システ

ム部担当

平成21年４月専務取締役融資本部長（現職）
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取締役  高橋　邦明
昭和26年
３月12日
生

昭和49年４月香川銀行入行

（注２）
（１）０株
（２）9,000株
（３）9,000株

平成４年８月 三木支店長

平成12年２月新居浜支店長

平成14年６月審査一部長

平成15年３月市場金融部長

平成17年６月取締役市場金融部長

平成17年７月取締役総合企画部長

平成19年４月取締役総合企画部長兼秘書室長

平成19年６月常務取締役総合企画部・市場金融部

担当兼総合企画部長兼秘書室長

平成20年６月常務取締役融資部・融資管理部・市

場金融部担当

平成21年４月常務取締役管理副本部長（経営統合

担当）（現職）

取締役  山川　廣一

昭和29年

10月12日

生

 

昭和53年４月徳島銀行入行

（注２）
（１）4,000株
（２）０株
（３）4,000株

平成17年２月リスク統括部長

平成19年６月執行役員リスク統括部長

平成20年６月取締役執行役員リスク統括部長

平成21年２月取締役執行役員総合企画本部副本部

長

平成21年６月取締役常務執行役員総合企画本部副

本部長（現職）

取締役  福川　盛二
昭和29年
10月20日
生

昭和52年４月香川銀行入行

（注２）
（１）０株
（２）14,000株
（３）14,000株

平成６年２月 大洲支店長

平成15年３月個人業務部長

平成16年２月本店営業部長

平成16年６月取締役本店営業部長

平成18年６月常務取締役本店営業部長

平成18年７月常務取締役営業店統括部・個人資産

部・個人融資部担当

平成19年３月常務取締役営業店統括部・個人資産

部・個人融資部担当兼個人融資部長

平成20年６月常務取締役業務監査部・個人資産部

担当

平成21年４月常務取締役業務監査部担当(現職)

取締役  玉垣　一

昭和24年
８月５日
生
 

昭和49年４月徳島銀行入行

（注２）
（１）44,000株
（２）０株
（３）44,000株

平成12年４月企画部長

平成15年６月取締役人事部長

平成16年４月取締役監査部長

平成18年６月取締役執行役員監査部長（現職）

監査役  福家　哲夫
昭和22年
１月１日
生

昭和44年４月香川銀行入行

（注３）
（１）０株
（２）18,437株
（３）18,437株

昭和60年２月玉野支店長

平成７年８月 ＤＭ・個人部長

平成15年３月業務監査部調査役

平成17年11月業務監査部長

平成18年12月定年退職

平成19年１月香川銀行特別職員（事務嘱託）

平成19年６月監査役（現職）
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監査役
（社外）
（注５）

 原口　英毅

昭和22年
１月19日
生
 

昭和45年４月大蔵省四国財務局入省

（注３）
（１）11,000株
（２）０株
（３）11,000株

平成11年６月四国財務局松山財務事務所長

平成12年７月四国財務局管財部長

平成13年６月四国財務局退職

平成13年７月（社）四国地区信用金庫協会　常務理

事

平成15年６月（社）四国地区信用金庫協会　退職

平成15年６月徳島銀行監査役（現職）

監査役
（社外）
（注５）

 井上　哲
昭和24年
２月３日
生

昭和42年４月大蔵省四国財務局入局

（注３）
（１）０株
（２）1,000株
（３）1,000株

昭和55年７月四国財務局松山財務部管財課国有財

産管理官

平成元年７月 四国財務局理財部金融検査課金融検

査官

平成５年７月 四国財務局松山財務事務所理財課長

平成15年７月中国財務局鳥取財務事務所長

平成17年７月九州財務局理財部検査監理官

平成19年６月香川銀行監査役（現職）

    合計
 

 
（１）169,732株
（２）79,437株
（３）249,169株

（注１）役名及び職名は、本届出書提出日現在において決定している役職名を記載しております。

（注２）取締役の任期は、当社の成立の日である平成22年４月１日より、平成23年３月期に係る定時株主総会の終結の時までで

あります。

（注３）監査役の任期は、当社の成立の日である平成22年４月１日より、平成26年３月期に係る定時株主総会の終結の時までで

あります。

（注４）所有する徳島銀行又は香川銀行の株式数は、平成21年３月31日現在の両行それぞれの株式の所有状況に基づき作成して

おり、また、割り当てられる当社の株式数は、当該所有状況に基づき、株式移転の際の株式移転比率を勘案して作成してお

ります。よって、実際の当社の成立の日までに、所有する株式数及び割り当てられる当社の株式数は変動することがあり

ます。

（注５）監査役のうち原口英毅氏及び井上哲氏の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

 

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

（１）会社の機関

当社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置いたします。

 

（２）株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定め

る予定であります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運

営を行うことを目的とするためであります。

 

（３）役員報酬

当社は、取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益は、株主総会の決

議によって定める予定であります。但し、当社の成立の日から最初の定時株主総会の終結の時までの期間の

取締役の報酬等の額は金1億7,000万円以内とし、監査役の報酬等の額は金3,000万円以内とする旨を定款で

定める予定であります。
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（４）取締役に関する定款の規定

当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定める予定であります。取締役の選任については、議決権を行

使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う

旨を定款で定める予定であります。また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款で定める予

定であります。取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総

会の終結の時までとする予定であります。

また、当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償

責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定める予定であります。なお、当該契約に基づく責

任の限度額は、法令が規定する額とする予定であります。

 

（５）監査役に関する定款の規定

当社の監査役は５名以内とする旨を定款で定める予定であります。監査役の選任については、議決権を行

使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う

旨を定款で定める予定であります。監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとする予定であります。

また、当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償

責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定める予定であります。なお、当該契約に基づく責

任の限度額は、法令が規定する額とする予定であります。

 

（６）株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議に

よって毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定める予定であります。

また、当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の

決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定める予定であります。

 

（７）社外監査役との関係

社外監査役原口英毅氏は、当社の完全子会社となる徳島銀行の社外監査役（常勤）に就任しており、社外

監査役井上哲氏は、当社の完全子会社となる香川銀行の社外監査役（常勤）に就任しております。このほか、

原口英毅氏が徳島銀行の株式を保有していること及び井上哲氏が香川銀行の株式を保有していること以外

は、社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係（定型的な取引条件による預金取引等を

除く。）その他の利害関係はありません。

 

（８）会計監査人

　当社の会計監査人は、新日本有限責任監査法人を予定しております。

 

（９）その他の事項

その他の事項については、当社は新設会社であるため、未定であります。

 

（２）【監査報酬の内容等】

監査報酬の内容等は未定であります。
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第５【経理の状況】
当社は新設会社であるため、該当事項はありません。なお、当社の完全子会社となる両行それぞれの経理の状況

については、両行の有価証券報告書（徳島銀行については平成21年６月26日提出、香川銀行については同年６月

29日提出）及び四半期報告書（徳島銀行については平成21年８月７日提出、香川銀行については同年８月７日

提出）をご参照下さい。
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第６【提出会社の株式事務の概要】
当社の株式事務の概要は、以下のとおりであります。

 

事業年度
毎年４月１日から翌年３月31日まで（但し、最初の事業年度は当社の

成立の日から平成23年３月31日までとする予定であります。)

定時株主総会 ６月中

基 準 日 ３月31日

株券の種類 　－

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え －

　 取扱場所 －

   株主名簿管理人 －

   取 次 所 －

   名義書換手数料 －

   新券交付手数料 －

単元未満株式の買取り・買増し  

取扱場所 未定

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

取 次 所 未定

買取・買増手数料 未定

公告掲載方法

電子公告により行います。但し、事故その他やむを得ない事由によっ

て電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞、

高松市において発行する四国新聞及び徳島市において発行する徳島

新聞に掲載して行います。

公告掲載ＵＲＬ：未定

株主に対する特典 未定

（注１）当社の普通株式は、東京証券取引所へ上場申請手続を行い、平成22年４月１日より市場第一部に上場する予定でありま

す。

（注２）当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

　　　　①　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　　　②　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　　　　③　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

　　　　④　その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 
２【その他の参考情報】

該当事項はありません。
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第四部【特別情報】

第１【提出会社及び連動子会社の最近の財務諸表】

 
１【貸借対照表】

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

 

２【損益計算書】

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

 

３【株主資本等変動計算書】

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

 

４【キャッシュ・フロー計算書】

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
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第五部【組織再編成対象会社情報】
 
第１【継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項】
 
 

（１）【組織再編成対象会社が提出した書類】

①【有価証券報告書及びその添付書類】

（徳島銀行）

事業年度　第116期（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）　平成21年６月26日関東財務局長に提

出。

（香川銀行）

事業年度　第103期（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）　平成21年６月29日関東財務局長に提

出。

 

②【四半期報告書又は半期報告書】

（徳島銀行）

事業年度　第117期第１四半期（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）　平成21年８月７日関東財

務局長に提出。

（香川銀行）

事業年度　第104期第１四半期（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）　平成21年８月７日関東財

務局長に提出。

 

③【臨時報告書】

（徳島銀行）

①の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日（平成21年11月９日）までに、臨時報告書を企業内容等

の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３の規定に基づき平成21年９月14日に、関東財務局長に提

出。

（香川銀行）

①の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日（平成21年11月９日）までに、臨時報告書を企業内容等

の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３に基づき平成21年９月14日に関東財務局長に提出。

 

④【訂正報告書】

（徳島銀行）

該当事項はありません。

（香川銀行）

該当事項はありません。

 

（２）【上記書類を縦覧に供している場所】

（徳島銀行）

株式会社徳島銀行　本店

　（徳島県徳島市富田浜１丁目16番地）

株式会社　東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社　大阪証券取引所

（大阪市中央区北浜１丁目８番16号）

株式会社　徳島銀行　大阪支店

（大阪市中央区島之内１丁目８番12号）

株式会社　徳島銀行　神戸支店

（神戸市中央区磯上通８丁目３番10号）
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（香川銀行）

株式会社香川銀行　本店

　（香川県高松市亀井町６番地１）

株式会社香川銀行　松山支店

　（愛媛県松山市二番町３丁目６番地１）

株式会社香川銀行　岡山支店

　（岡山県岡山市北区表町三丁目１番45号）

株式会社　東京証券取引所

　（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社香川銀行　東京支店

　（東京都千代田区神田北乗物町１番地１）

株式会社香川銀行　大阪支店

　（大阪市中央区本町４丁目１番７号）

株式会社香川銀行　徳島支店

　（徳島県徳島市新町橋１丁目17番地）

 

(注)　上記のうち、株式会社香川銀行東京支店、大阪支店及び徳島支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場

所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。
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第六部【株式公開情報】

第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
該当事項はありません。

 

第２【第三者割当等の概況】
 
１【第三者割当等による株式等の発行の内容】
該当事項はありません。

 

２【取得者の概況】
該当事項はありません。

 

３【取得者の株式等の移動状況】
該当事項はありません。

 

第３【株主の状況】
当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において株主はおりませんが、当社の完全子会社となる両行そ

れぞれの平成21年３月31日現在の株主の状況は以下のとおりであります。
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徳島銀行

平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８－11 6,188 7.99

日亜化学工業株式会社 徳島県阿南市上中町岡491－100 3,250 4.19

ステートストリートバンクアンド
トラストカンパニー
（常任代理人　株式会社みずほコー
ポレート銀行兜町証券決済業務
室）　

P.O.BOX 351 BOSTON,MASSACHUSETTS 02101

U.S.A.　

（東京都中央区日本橋兜町６番７号）

2,626 3.39

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 1,968 2.54

徳島銀行従業員持株会 徳島県徳島市富田浜１丁目16番地 1,580 2.04

日新建物株式会社 東京都品川区上大崎３丁目２－１ 1,480 1.91

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１丁目26－１ 1,421 1.83

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 1,414 1.82

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 1,381 1.78

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 1,180 1.52

計 － 22,490 29.05

（注）上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社　　　　　 6,188千株
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香川銀行

平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

株式会社百十四銀行 香川県高松市亀井町５番地の１ 3,699 4.63

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口４Ｇ）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 3,495 4.37

日本ハム株式会社 大阪市中央区南本町３丁目６番14号 2,556 3.20

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 2,435 3.05

香川銀行従業員持株会 香川県高松市亀井町６番地１ 2,173 2.72

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１丁目26番１号 1,850 2.31

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,714 2.14

CBNY　DFA INTL SMALL CAP VALUE
PORTFOLIO
（常任代理人　シティバンク銀行株
式会社）

1299　OCEAN　AVENUE，11F，SANTAMONICA，CA
90401 USA
（東京都品川区東品川２丁目３番14号）

1,702 2.13

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 1,600 2.00

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地７丁目18番24号 1,510 1.89

計 ― 22,735 28.48

（注１）香川銀行は自己株式を4,108千株（5.14％）保有しておりますが、大株主（上位10名）には含めずに記載しております。

（注２）上記の信託銀行所有株式のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４Ｇ） 　　　　3,495千株

　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）    　　 　　2,435千株

　　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 　　　　　　　　1,714千株
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当社は、会社法の株式移転の手続に基づき、平成22年４月1日に設立予定であるため、有価証券届出書提出日現在にお

いて決算期を迎えておらず、「監査報告書」を受領しておりません。
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当社は、会社法の株式移転の手続に基づき、平成22年４月1日に設立予定であるため、有価証券届出書提出日現在にお

いて決算期を迎えておらず、「監査報告書」を受領しておりません。
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